
漁業管理組織調査について 

資料１ 

２ 漁業管理組織の定義 

１ 漁業管理組織調査とは 

 漁業管理組織調査は、漁業資源を有効利用して漁業の発展を図る資源管理型漁業の推進
に資するため、資源管理型漁業の中核となる漁業管理組織を対象に、漁業者が自ら行って
いる資源の管理、漁場の管理、漁獲の管理等の実態を明らかにすることを目的として、第
８次漁業センサス（昭和63年）から実施。 

 以下の事項を全て満たしている組織をいう。 
① 漁場又は漁業種類を同じくする複数の漁業経営体が集まっている組織 
② 自主的な漁業資源の管理、漁場の管理又は漁獲の管理を行う組織 
③ 漁業管理について、文書による取決めのある組織 
④ 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が関与している組織 

1 



（主な記載事項） 

（主な記載事項） 

新たな資源管理体制の開始から５年が経過し、政策が定着。 
 
 
 
 

公的規制 資源回復計画 自主的資源管理 

広域種（国）、 
地域種（都道府県） 

・地域ごとの資源管理
型漁業の予算事業 

・浜のルール、申し合
わせ事項等 

漁業関係法令、漁業
調整規則、漁業権行
使規則、許可の制限
条件、委員会指示 ○養殖水産動植物の種類 

○養殖漁場の改善を図る 
 ための措置 

● 海外漁場の縮小 
● オイルショック 
   資源管理の取組本格化 

【計画数実績】 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

資源管理計画 1,400超 1,705   1,694 1,793 1,868 

漁場改善計画 335  355  336  354  362 

 資源管理計画により国、都道府県として必要な情報を得ることができるように
なったことから、漁業管理組織調査は役割を終了したため、調査を廃止。 

資源管理計画及び漁場改善計画と漁業管理組織調査の主な内容が重複 

（主な調査項目） 

 
○管理を行っている漁業種類 
○管理対象魚種 
○漁獲管理の規制内容 

 

○漁業種類 
○対象資源（魚種） 
○資源管理目標及びそれを達成するための措置 

  

    

    

漁場改善計画＜平成11年＞ 

背景＜昭和50年代後半＞ 

漁業管理組織調査＜昭和63年＞ 

３ 資源管理に係る施策の推進と漁業管理組織調査の方向性 
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資源管理計画 

（資料：水産庁） 

 
    
    

＜資源管理への取組＞ 

 

注：資源管理計画と漁場改善計画を
合わせて実施する場合、それぞ
れごとに計画を作成するが、漁
業管理組織調査では１つの調査
結果となる。 

平成23年度 

調査結果（組織数） 
  昭和63年：1,339 
  平成５年：1,524 
  平成10年：1,734 
  平成15年：1,608 
  平成20年：1,738 
  平成25年：1,825 

【要件】 
  ・ 資源管理計画または漁場改善計画への参加。 
  ・ 漁業共済の割合が原則30％以上であること。 

資源管理・収入安定対策の導入 
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